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取引説明書 

変更後 変更前 

店頭外国為替証拠金取引のリスク等重要事項について 

(12)当社は、お客様からお預かりした証拠金を、株式会社 SMBC信託銀行及

び FXクリアリング信託株式会社に信託財産として預託し、当社の自己

の資金とは区分して管理します。 

 

【4】証拠金について 

8. 証拠金の管理方法 

当社は、お客様からお預かりした証拠金について、すべて株式会社 SMBC

信託銀行及び FXクリアリング信託株式会社に信託財産として預託し、

当社の自己の資金とは区分して管理します。信託区分管理※4の対象は、

当社が破綻等した場合でも法的に保全されます。 

※4：信託区分管理は当初にお預け頂いた証拠金の元本を保証するもの

ではありません。 

 

【14】金融商品取引業者の概要及び苦情受付・苦情処理・紛争解決について 

デューカスコピー・ジャパン株式会社の概要について 

会社概要 

社名 
デューカスコピー・ジャパン株式会社 

Dukascopy Japan K. K. 

設立 2009年 5月 1日 

代表者 代表取締役  瀧澤 篤史 

資本金 資本金 4億円 

主要株主 Dukascopy Bank SA 

登録番号 関東財務局長（金商）第 2408号 

加入協会 
一般社団法人 金融先物取引業協会（会員番号

1587） 

店頭外国為替証拠金取引のリスク等重要事項について 

(12) 当社は、お客様からお預かりした証拠金を、株式会社 SMBC信託銀行に

信託財産として預託し、当社の自己の資金とは区分して管理します。 

 

 

【4】証拠金について 

8. 証拠金の管理方法 

当社は、お客様からお預かりした証拠金について、すべて株式会社 SMBC

信託銀行に信託財産として預託し、当社の自己の資金とは区分して管

理します。信託区分管理※4 の対象は、当社が破綻等した場合でも法的

に保全されます。 

※4：信託区分管理は当初にお預け頂いた証拠金の元本を保証するもの

ではありません。 

 

【14】金融商品取引業者の概要及び苦情受付・苦情処理・紛争解決について 

デューカスコピー・ジャパン株式会社の概要について 

会社概要 

社名 
デューカスコピー・ジャパン株式会社 

Dukascopy Japan K. K. 

設立 2009年 5月 1日 

代表者 代表取締役  瀧澤 篤史 

資本金 資本金 4億円 

主要株主 Dukascopy Bank SA 

登録番号 関東財務局長（金商）第 2408号 

加入協会 
一般社団法人 金融先物取引業協会（会員番号

1587） 



本社 

〒105-0001 

東京都港区虎ノ門 4－1－17 神谷町プライム

プレイス 9階 

TEL：0120-077-771  FAX：03-3437-0085 

業務内容 
第一種金融商品取引業（店頭外国為替証拠金

取引） 

カバー取引先 Dukascopy Bank SA 

主要取引銀行 三菱 UFJ銀行 

信託保全先 
株式会社 SMBC信託銀行及び FXクリアリング

信託株式会社 

お問い合わせ先 

電話： 0120-077-771（フリーダイヤル） 

FAX：03-3437-0085 

E-mail： info@dukascopy.jp 

2015年 10月 16日制定 

2016年 1月 1日改定 

2016年 1月 13日改定 

2016年 2月 26日改定 

2016年 3月 4日改定 

2016年 3月 7日改定 

2016年 8月 15日改定 

2017年 2月 27日改定 

2017年 4月 3日改定 

2017年 11月 10日改定 

2018年 9月 3日改定 

2018年 12月 17日改定 

 

本社 

〒105-0001 

東京都港区虎ノ門 4－1－17 神谷町プライム

プレイス 9階 

TEL：0120-077-771  FAX：03-3437-0085 

業務内容 
第一種金融商品取引業（店頭外国為替証拠金

取引） 

カバー取引先 Dukascopy Bank SA 

主要取引銀行 三菱 UFJ銀行 

信託保全先 株式会社 SMBC信託銀行 

お問い合わせ先 

電話： 0120-077-771（フリーダイヤル） 

FAX：03-3437-0085 

E-mail： info@dukascopy.jp 
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2016年 1月 13日改定 
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（新設） 

 

 


